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2021年３月１日 

経済法令研究会 

 

『年金相談の実務 2020年度版』誤記のお詫びと訂正のお願い 

 

標記書籍におきまして、内容の一部に誤りがありました。誠に申し訳ございません。 

お詫びして下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

◆272頁 図表 7－14「公的年金等控除額」 

（誤） 
受給者の年齢 その年中の公的年金等の総収入額（A） 公的年金等控除額 

65 歳未満 

130 万円未満 70 万円 

130 万円以上～410 万円未満 （A）×25％＋37.5 万円 

410 万円以上～770 万円未満 （A）×15％＋78.5 万円 

770 万円以上 （A）×５％＋155.5 万円 

65 歳以上 

330 万円未満 120 万円 

330 万円以上～410 万円未満 （A）×25％＋37.5 万円 

410 万円以上～770 万円未満 （A）×15％＋78.5 万円 

770 万円以上 （A）×５％＋155.5 万円 

 

（正） 

受給者の区分 
公的年金等の 

収入金額（A） 

公的年金等控除額 

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 

1,000 万円以下 
1,000 万円超 

2,000 万円以下 
2,000 万円超 

65 歳未満 

130 万円以下 60 万円 50 万円 40 万円 

130 万円超 

410 万円以下 
（A)×25％＋27.5 万円 （A）×25％＋17.5 万円 （A）×25％＋7.5 万円 

410 万円超 

770 万円以下 
（A）×15％＋68.5 万円 （A）×15％＋58.5 万円 （A）×15％＋48.5 万円 

770 万円超 

1,000 万円以下 
（A）×５％＋145.5 万円 （A）×５％＋135.5 万円 （A）×５％＋125.5 万円 

1,000 万円超 195.5 万円 185.5 万円 175.5 万円 

65 歳以上 

330 万円以下 110 万円 100 万円 90 万円 

330 万円超 

410 万円以下 
（A）×25％＋27.5 万円 （A）×25％＋17.5 万円 （A）×25％＋7.5 万円 

410 万円超 

770 万円以下 
（A）×15％＋68.5 万円 （A）×15％＋58.5 万円 （A）×15％＋48.5 万円 

770 万円超 

1,000 万円以下 
（A）×５％＋145.5 万円 （A）×５％＋135.5 万円 （A）×５％＋125.5 万円 

1,000 万円超 195.5 万円 185.5 万円 175.5 万円 

 

以上 


